
令和 4年 7月 28日 

（事務連絡） 

 

郡市区等医師会 御中 

 

一般社団法人 大阪府医師会 

（公印省略） 

 

令和 4年 7月 14日からの大雨による災害を受けた 

オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」 

のアクティブ化終了について 

 

先般、7 月 22 日付で、「令和 4 年 7 月 14 日からの大雨による災害を受けたオ

ンライン資格確認等システムにおける『緊急時医療情報・資格確認機能』をアク

ティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について」の連絡文をご送付し、周知

のお願いをしたところですが、この度、期間を終えたため予定通り終了する旨、

日本医師会より連絡がありました。 

 

「緊急時医療情報・資格確認機能」については、災害等の緊急時において医師

並びに医療機関等により閲覧権限を付与された者が、オンライン資格確認シス

テムの「緊急時医療情報・資格確認機能」（災害時医療情報閲覧）メニューを使

用し、患者の同意の上、患者情報を特定することで薬剤情報・特定健診情報等を 

PDFにより閲覧することができる機能です。患者が意識不明等により本人の意思

が確認できず、生命・身体の保護のために必要がある場合も、薬剤情報・特定健

診情報等を閲覧可能です。 

 

本機能は、たとえば災害時に避難された方への対応として、薬を家において避

難してきた場合、避難所で薬を飲み切ってしまった場合、かかりつけ医以外で受

診する場合など、薬剤情報・特定健診等情報を閲覧することで、よりよい医療を

提供する機能として活用できるため、オンライン資格確認等システムを導入す

るメリットとも考えられているものです。 

同機能の利用方法、利用における留意点については、別添資料「医療情報を特

例的に閲覧する場合に留意すべき点」をご参照ください。 

 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただくと共に、

貴会所属の会員各位への周知方につき、ご高配を賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

 

担当事務局：大阪府医師会総務課企画室 TEL06-6763-7021 


